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1. 荒川の概要

▲荒川流域概要図

▲山間部（上流部） ▲広大な高水敷（中流部） ▲放水路区間（下流部）

◆流域は、東京都と埼玉県にまたがり、流域内の人口は、日本の人口の約 8% にあたる約 1,020万人で、その多くは、沖積
低地、台地、丘陵に集中しています。特に東京都内の沿川の人口密度が約 14,400 人 /km2 と全国一級水系中最も高い
ものとなっています。

◆荒川は、その後の急激な人口・資産の増加、産業の集中を受け、高密度に発展した首都圏を氾濫区域として抱えてい
るとともに、その社会・経済活動に必要な多くの都市用水や農業用水を供給しており、日本の政治・経済の中枢を支
える重要な河川です。

◆流域内には、首都高速道路、東京外かく環状道路、首都圏中央連絡自動車道、関越自動車道、東北縦貫自動車道等の高
速道路等や、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線等の鉄道があり、国土の基幹をなす交通の要衝となっています。

◆荒川流域の年間降水量は 1,200mm ～ 1,800mm 程度、平均年間降水量は 1,400mm 程度となっています。
◆源流から寄居町に至る上流部は、秩父多摩甲斐国立公園や県立長瀞玉淀自然公園等に指定され、急峻な山々には、シ
ラビソ等の天然林やスギ・ヒノキ等の人工林が分布し、渓流には、イワナ・ヤマメ等が生息しています。また、名勝・
天然記念物に指定されている長瀞渓谷は、岩畳状の地形を形成しており、風光明媚な景観を呈しています。中流部の
うち、熊谷市付近までの扇状地を流れる区間は砂礫河原が広がり、コアジサシ・イカルチドリ等の営巣場となるとと
もに、水域には瀬と淵が形成されアユ・ウグイ等の産卵・生息場となっています。熊谷市付近から秋ヶ瀬取水堰に至
る平野を流れる区間は、畑や水田、採草地といった農地や公園等が広がり、日本有数の広大な高水敷を有しています。
このような中で、かつての荒川の蛇行形状と自然環境をとどめる旧流路や湿地、ハンノキ等の河畔林が見られるほ
か、多種多様な動植物の生息環境が形成されています。下流部は、市街化された地域を流れ、水際にはヨシ原・干潟等
の生物の生息環境が形成され、ヨシ原には、ヒヌマイトトンボやオオヨシキリ等が生息し、干潟には、トビハゼやクロ
ベンケイガニ等の汽水性の生物が生息しています。 

◆荒川はその源を埼玉県秩父山地の甲武信ヶ岳（標高 2,475m）に発し、秩父盆地を北流して長瀞渓谷を流れた後、埼玉県
大里郡寄居町において南東に流向を変え関東平野に入り、武蔵野台地の北西端から埼玉県中央部の平野を流下し、東
京都区部と埼玉県の低地を流れ、東京都北区志茂において隅田川を分派し東京湾に注ぐ、幹川流路延長 173km、流域面
積 2,940km2 の一級河川です。

荒川

中川

荒川荒川旧川

荒川

人口：調査基準年：H22年

流域内人口：約1,020万人（総人口の約8%）

幹川流路延長：173km（15位/109水系）

流域面積：2,940km2（19位/109水系）

荒川の諸元

1.1 荒川の流域及び河川の概要1.1 荒川の流域及び河川の概要
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▲太郎右衛門地区

◆荒川の自然環境は、長い年月をかけて渓谷、湿地、礫河原、干潟、ヨシ原等の多様な環
境を形成してきました。

◆水質については、産業の発展や都市への人口集中等に伴い、水質汚濁の問題が発生
し、関係地方公共団体、下水道管理者、流域住民等が一体となって、下水道整備、不法
投棄・ゴミ対策、モニタリング調査及び導水事業を水環境改善施策として総合的か
つ重点的に実施しています。

◆河川の利用については、レクリエーション空間の確保、自然環境の保全等の河川環
境に対する要請が高まり、かつ多様化してきました。

◆江戸時代に荒川で行われた、瀬替え工事（荒川の西遷）等は、江戸を洪水から守るとともに、新田を開くことも目的でし
た。江戸時代初期には、伊奈備前守忠次による六つの石堤の整備とともに用水路の開削が行われるなど新田開発が進
みました。その後、地下水の汲み上げによる地盤沈下が社会問題となりました。このため地下水から表流水への転換を
図るとともに、新たに荒川からの取水が必要とされ、計画的な水資源開発施設の整備が望まれ、昭和 36 年には洪水調
節、かんがい用水確保及び発電を目的とした二瀬ダムが完成しました。

◆水資源を広域的に融通するネットワーク施設としては、昭和 30 年代後半からの
高度成長による、東京都、埼玉県の急激な水需要の増大に応えるため、荒川から都
市用水を取水する秋ヶ瀬取水堰及び朝霞浄水場に導水する朝霞水路が昭和 40
年に完成しました。昭和 43 年には、利根川から荒川に都市用水を導水する武蔵
水路が完成しました。

◆首都圏を抱える荒川水系では、増大する水需要に対して水資源開発施設の整備
が追いつかないことなどから、過去においてたびたび渇水を経験してきました。

◆近年の渇水の状況としては、昭和 58 年から令和元年の間において計 27 回の取
水制限が実施されました。渇水時の取水制限は１か月以上の長期にわたること
もあり、社会生活、経済活動等に大きな影響を与えました。

◆近世以前の荒川は、源流から熊谷市付近までは、現在と同様の川筋を流れ熊谷市付近から大宮台地の東を流下し、古利
根川に合流し東京湾に注いでいました。荒川はその名のとおり「荒ぶる川」であり、扇状地末端の熊谷市付近より下流
でしばしば流路を変えていました。1629 年（寛永 6年）に伊奈忠治により、利根川と荒川を分離し、荒川の本流を入間
川の支川であった和田吉野川と合わせ隅田川に合流させ、東京湾へ注ぐ流路に変えました。この一連の工事は後に「荒
川の西遷」と言われ、現在の荒川の骨格が形成されました。

◆明治以降の治水事業としては、明治 43 年 8 月洪水の大水害を契機として、明治 44 年に改修
計画を策定し、岩淵地点から河口に至る約 22km の放水路事業に着手し、岩淵地点から熊谷
に至る区間は、明治 43 年、大正 2年、大正 3年の洪水を契機に、大正 7年に荒川上流改修計
画を策定しました。築堤や低水路整備、河道拡幅と併せ、広大な川幅を利用した横堤の築造
による遊水機能の確保により、下流の洪水を軽減させる工事に着手しました。

◆昭和34年9月の伊勢湾台風による災害に鑑み、昭和35年に東京湾高潮対策計画が策定され、
昭和 36 年から高潮堤防が築造されました。

◆昭和 39 年の新河川法施行に伴い、昭和 40 年に、明治 44 年荒
川改修計画及び大正 7 年荒川上流改修計画を踏襲した荒川
水系工事実施基本計画を策定し、それ以降に昭和 22 年のカ
スリーン台風をはじめ計画を上回る洪水にたびたび見舞わ
れたこと、荒川流域において急速に都市化が進展し、ひとた
び洪水氾濫に見舞われた場合に想定される被害が激増した
ことなどから、社会的な重要度を鑑み、昭和 48 年、利根川水
系に匹敵する計画規模に変更しました。

◆平成 19 年 3 月に策定した荒川水系河川整備基本方針（以下、
「河川整備基本方針」という。）において、基準地点岩淵におけ
る基本高水のピーク流量については14,800m3/sとしました。

◆平成 28 年 3 月には、当面の具体的な河川整備に関する事項
を示した荒川水系河川整備計画を策定し、荒川・入間川等の
特性と流域の状況に応じた河川整備を推進してきました。
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▲横堤整備と河道直線化▲荒川放水路の開削

▲秋ヶ瀬取水堰(昭和40年完成)

1.4 河川環境の沿革1.4 河川環境の沿革

1.3 利水の沿革1.3 利水の沿革

1.2 治水の沿革1.2 治水の沿革

岩淵

放水路のルート

隅田川の流路
（荒川の旧流路）

◆令和2年1月には、令和元年東日本台風による災害を踏まえ、「荒川水系（埼玉県域）大規模氾濫に関する減災対策
協議会　入間川流域部会」により、「入間川流域緊急治水対策プロジェクト」を取りまとめました。  
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2. 河川整備の現状と課題

約3.7m

桁下高が付近の堤防より約3.7m低い

計画断面※2 断面不足※3 不必要※4 合計※5

（km )

荒川 108.1 65.4 7.3 180.7

入間川、越辺川、都幾川

小畔川、高麗川※1
79.3 13.3 0.9 93.5

河川名

平成31年3月時点※1：支川の延長は大臣管理区間（ダム管理区間を除く）の左右岸の計です
※2：標準的な堤防の断面形状を満足している区間
※3：標準的な堤防の断面形状に対して高さ又は幅が不足している区間
※4：山付き、掘込み等により堤防の不必要な区間
※5：四捨五入により一致しない場合があります

▲京成本線荒川橋梁

▲二瀬ダム（昭和36年完成） ▲浦山ダム （平成11年完成）

▲荒川第一調節池（平成16年完成）

▼堤防の整備状況

◆荒川の堤防は、長い歴史の中で順次拡築されてできた構造物であり、整備された時期や区間によって築堤材料や施工方
法が異なるため、堤体の強度が不均一です。また、堤防の基礎地盤は、古い時代の河川の作用によって形成された地盤で
あり、極めて複雑です。これまでも、地質調査等を行い堤防及び基礎地盤の状況を確認し、浸透対策を進めてきたところ
でありますが、平成 14 年度から堤防の浸透に対する安全性に関して点検を実施し、浸透に対する安全性の不足する箇
所については対策を実施しているところです。その後、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨を契機に、堤防の緊急点検結果に
基づく「対策が必要な区間」の未実施区間を踏まえつつ、上下流バランスや背後地の状況等を勘案の上、平成 28 年度か
らおおむね 5年間で優先的に整備が必要な区間を設定しました。

◆高潮堤防について、断面不足等の区間が存在しています。
◆下流部においては、河川の堤防が決壊すれば、十分な避難時間が確保できないままにゼロメートル地帯等の低平地が

浸水し、甚大な被害が発生する可能性が特に高いため、計画規模の洪水を対象とした治水対策とあわせて、超過洪水
対策を実施しているところです。

◆洪水調節施設については、上流部では二瀬ダム（昭和36年完成）、浦山ダム（平成11年完成）、滝沢ダム（平成23年完成）
の３ダムが完成しており、中流部では、荒川第一調節池（平成 16 年完成）の整備が完了していますが、洪水調節容量が
不足しており、現在荒川第二・三調節池の整備を進めるとともに荒川第四調節池について検討を実施しています。

◆荒川の河道整備の状況は、堤防断面の不足や河道断面の不足等により、計画高水流量を安全に流下することができ
ない状況にあるため、下流側より順次堤防整備を進めているところです。また、荒川には、道路橋や鉄道橋など 50 の
橋が架かっています。その内、計画堤防高と比べて桁下高の低い橋梁や橋梁部周辺の低い堤防が治水上の弱点と
なっています。

◆荒川水系の大臣管理区間※では、河道整備、洪水調節施設整備等の治水対策を流域全体で役割分担し推進することに
より浸水被害を低減させてきました。しかしながら、現在の荒川（岩淵地点を含む下流の区間）の安全の水準は、年超
過確率（1年間にその水準を超える事象が発生する確率）が概ね 1/30 から 1/40 にとどまり、現在の治水施設の整備
状況は十分ではありません。

※河川法に基づき国土交通大臣が指定する区間外の区間のことをいいます。

▲滝沢ダム （平成23年完成）

平成19年9月台風9号の出水状況

荒川

門

荒川荒川

 2.1洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する現状と課題2.1洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する現状と課題

荒川第一調節池

新河岸川

調節池排水門

荒川
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 2.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する現状と課題2.2河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する現状と課題
◆荒川における水利用は、農業用水は最大取水量の合計で約31m3/s が利用されています。なお、農業用水は、季節等により利
用量が大きく変動します。

◆都市用水は、水道用水として最大約 13m3/s、工業用水として最大約 0.1m3/s が供給されています。
◆荒川の水は、沿川地域の農業用水や首都圏の都市用水等種々の目的で多くの人々に広範囲に利用されています。このた
め、これまでに整備された複数のダムを一体的に運用するダム群の統合管理により、効果的・効率的な低水管理を実施
しています。

◆ダムの統合管理及び流水改善水路の完成により、流況が改善され、流水の正常な機能を維持するために必要な流量が確
保されました。また、秋ヶ瀬取水堰下流地点においても平成 9年以降は通年約 5m3/s 以上の流量が確保されています。

◆荒川では、大規模地震による地震動や液状化の影響により、水門・樋門等の倒壊や、堤防の沈下・崩壊・ひび割れ
等、河川管理施設が被災するだけでなく、地震後の洪水及び津波により、河川の水位が上昇し、浸水被害が発生する
おそれがあるため、耐震対策を講ずる必要があります。また、許可工作物においても未対策の施設があるため、引き
続き早期の対策を指導する必要があります。下流部は、地震により液状化が発生し、堤防が被災する可能性があり、ま
た、広大なゼロメートル地帯が広がっていることから、地震により堤防が破損した場合に洪水等で浸水するリスク
が高い地域です。東北地方太平洋沖地震以降、超過外力や複合災害に対する危機管理の重要性が認識されてきてお
り、一級河川で最も氾濫原資産が多く、人口も集積した密集市街地を守る荒川堤防においては、その災害リスクの
大きさに鑑み、いかなる時でも堤防機能を担保できるよう、地震対策を講じる必要があります。

◆荒川に流入する河川については、本川の水位が高くなると自然流下が困難となり、内水による浸水被害が発生する
おそれがあります。このため、ダムや調節池等の本川の水位低下対策と並行して、排水機場等の整備を行うなど内水
被害の軽減対策を関係機関と調整を図りつつ実施しています。

◆計画規模を上回る洪水や高潮が発生した場合及び整備途上での施設能力以上の洪水や高潮が発生した場合、並びに
地震による大規模な津波が発生した場合には、壊滅的な被害が発生するおそれがあります。このため、被害を軽減す
るための対策として、河川防災ステーション、水防拠点、緊急用河川敷道路、緊急用船着場等による緊急時の物資輸
送ルートの確保、河川情報伝達システム等の整備をあわせて、浸水想定区域図の公表とこれに伴う関係地方公共団
体の洪水ハザードマップ作成支援等のソフト対策を推進しています。さらに、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨を契
機に、荒川水系においては、新たに「水防災意識社会再構築ビジョン」として取組を進めることとし、地域住民の安
全・安心を担う市区町、埼玉県、東京都、内閣府、気象庁、独立行政法人水資源機構、国土交通省関東地方整備局、東京
消防庁で構成される「荒川水系大規模氾濫に関する減災対策協議会」を平成 28 年度に設立し、その中でソフト対策
を活かし、人的被害や社会経済被害を軽減するための施設による対応（以下、『危機管理型ハード対策』という。）を実
施することとしました。 

水防センター

根固めブロック

鋼矢板
(格納庫 )

▲河川防災ステーション ▲緊急用河川敷道路▲緊急用船着場

▲荒川大橋付近の瀬切（平成 4 年）▲流水改善水路 ▲瀬切れによる魚のへい死（平成4年）

流水改善水路等

六堰

◆令和元年10月洪水において入間川の菅間地点では観測史上最高水位を更新し、越辺川や都幾川では堤防からの越水
が複数発生し決壊に至るなど、現状の治水施設の能力を超えるような事象が発生しました。
　このことから、これまでの治水対策を加速化するとともに、地域及び関係機関が連携して流域の遊水機能の確
保・向上を図ることとあわせ、浸水が見込まれる区域における土地利用・住まい方の工夫を組み合わせた多重防御
治水による浸水被害の軽減対策を検討し、推進を図る必要があります。 
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◆荒川流域は、上流部の良好な自然環境、平野に広がる農村
的な環境、都市の中に残る自然などの流域全体をネット
ワークする水辺の回廊となっており、今後、広域的に良好
な自然環境を保全・創出していくため、荒川を軸としたエ
コロジカルネットワークを構築していくことが必要です。

◆荒川の自然環境は、大きくは源流から寄居に至る渓流・渓
谷が連続する上流部、寄居から熊谷市に至る砂礫河原と瀬・淵が連続する中上流部、熊谷から秋ヶ瀬取水堰に至る広
い高水敷と旧流路や周辺の湿地環境が特徴的な中下流部、そして、秋ヶ瀬取水堰から河口に至る水際にヨシ原・干潟
が分布している汽水環境の下流部に分けることができ、それぞれの河川環境に多様な動植物が生息・生育・繁殖し
ているが、出水頻度の減少に起因する砂州の固定化、高水敷の乾燥化、攪乱頻度の減少や外来種の侵入等により一部
の区間では特定の動植物が繁殖し、在来種が減少しています。

◆上流部は、長瀞渓谷でのライン下りや秩父周辺のハイキン
グコース、アユ、ヤマメ等の釣り場等に利用されています。
また、首都圏から気軽に立ち寄ることのできる観光地が多
く見られ、川では祭りやイベントが開催されています。中流
部は、寄居付近から扇状地が広がり、アユ釣り客の姿が多く
見られます。また、サクラソウの自生地等良好な自然環境を背景に、散策や自然観察等に訪れる人が多いです。さら
に、スポーツグラウンド、ゴルフ場、公園、農耕地など多種多様な利用がされています。下流部は人工的に掘削した放
水路であり、高水敷にはグラウンドやゴルフ場、公園等が整備されており、スポーツやレクリエーション、憩いの場と
して多くの人に利用されています。

◆江戸時代から舟運が行われ、物資の輸送路として河川が重要な役割を果たしており、現在でも東京湾から秋ヶ瀬取水
堰付近まで船舶の航行が可能で、水面利用が盛んに行われています。このため、自然環境や他の利用者への影響を考
慮し、平成 13 年 4 月から全国で初めて船舶の通航方法「荒川における船舶の通航方法」を定め施行しています。平成
30 年 6 月には、「荒川の緊急用船着場等の自己責任を基本とした利用ルール」を策定、運用を行い、平常時における船
着場の利用促進を図っています。

◆下流部では、自転車の事故、マナーの悪化等も問題となっており、誰もが安全で快適に河川敷を利用できるようにす
るために「荒川下流河川敷利用ルール」を河川管理者と関係自治体等が策定、平成22年４月１日から運用しています。

◆荒川の水質は、生物化学的酸素要求量（以下「BOD」とい
う。）（75% 値）で評価すると、環境基準を概ね達成してい
ますが、開平橋、笹目橋において環境基準を達成しない
ことがあります。入間川及びその支川の水質は、BOD（75%
値）で評価すると、環境基準を概ね達成していますが、入
間大橋及び落合橋（越）において環境基準を達成しない
ことがあります。

◆荒川上流部のダム貯水池の水質については、湖沼や海域
での水質指標である化学的酸素要求量（以下「COD」とい
う。）（75% 値）で評価すると、環境基準値が設定されてい
る二瀬ダムでは、概ね環境基準 3mg/L を達成しています。なお、環境基準値が設定されていない浦山ダム及び滝沢ダ
ムにおいても、概ね 3mg/L 以下となっています。

◆浦山ダム及び滝沢ダムにおいては、ダム貯水池の富栄養化及び冷・温水及び濁水の放流によるダム下流河川への影
響を軽減するため、選択取水設備が整備され、運用されています。さらに、浦山ダムでは、濁水長期化対策として清水
バイパス、富栄養化対策として曝気循環設備を整備したほか、二瀬ダムでは、冷・温水及び濁水長期化対策として選
択取水設備の整備を実施しており、ダム下流河川及びダム貯水池の水質保全対策に取り組んでいます。

▲航行ルール（船舶の通航方法の例）▲マラソン大会

追越し禁止

行会い ・
追越し禁止

水上オート
バイ禁止

汽　笛

回転禁止

0

2

4

6

S6
1

S6
3 H2 H4 H6 H8 H1
0

H1
2

H1
4

H1
6

H1
8

H2
0

H2
2

H2
4

H2
6

H2
8

H3
0

)l
/g

m(
D

O
B

入間大橋

落合橋（入間）

東松山橋

高麗川大橋

A類型 環境基準2mg/l
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◆上流部は、秩父山地の自然が美しく、中でも名勝・天然記念物に指定されている長瀞渓谷は、岩畳状の地形を形成し
ており、多くの観光客が訪れる有名な景勝地になっています。中流部は寄居付近から熊谷市あたりまでは扇状地が広
がり、瀬と淵、砂礫河原が特徴的な河川景観が見られます。熊谷市から秋ヶ瀬取水堰までは狭い低水路と広い高水敷
が特徴的な景観となり、高水敷には旧流路や横堤があります。下流部の水際にはヨシ原や干潟をはじめとした河川景
観が形成され、都市部において良好な河川景観を呈しています。

景　　　観景　　　観

 2.3 河川環境の整備と保全に関する現状と課題 2.3 河川環境の整備と保全に関する現状と課題

[ 荒川 ]

▲外来種生物の面積の推移（セイバンモロコシ群落）
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◆河川の管理は、災害の発生の防止又は軽減、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の保全という
目的に応じた管理、平常時や洪水時等の河川の状況に応じた管理、さらには堤防、護岸、ダム、排水機場等といった河
川管理施設の種類に応じた管理というように、その内容は広範・多岐にわたっており、効果的・効率的に維持管理を
行う必要があります。

◆近年、我が国においては、全国各地で毎年のように甚大な水害が発生し、今後さらに、大雨や短時間強雨の発生頻度、
大雨による降水量などが増大することが予測されています。これにより、気候変動による外力（災害の原因となる豪
雨、洪水、高潮等の自然現象）の増大とそれにともなう水災害の激甚化や発生頻度の増加、局地的かつ短時間の大雨に
よる水災害、さらには極めて大きな外力による大規模な水災害など、様々な事象を想定し対策を進めていくことが必
要となっています。

◆こうした状況の中、「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」において、将来における気候変動による外力増
加量の治水計画等での考慮の仕方やその前提となる外力の設定手法、気候変動を踏まえた治水計画に見直す手法に
ついて具体的な検討を進め、令和元年 10 月に『「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言』が取りまとめられま
した。その後、「気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会」において、流域全体で備える水災害対策に関し、今後
の取組方針について検討が進められています。

◆荒川水系において、施設の能力を大幅に上回る極めて大規模な洪水が発生した場合には、深刻な浸水が発生するおそ
れがあり、特に、下流部においては、氾濫に対し脆弱なゼロメートル地帯や低平地等が広く存在しまた、地下空間を通
じて浸水が拡大するおそれがあるため、的確な避難体制の構築を図ることが特に重要となっています。 

◆都心南部を震源とするマグニチュード 7.3 の首都直下の地震では、首都地域は他の地域と比べ格段に高い集積性か
ら人的・物的被害や経済被害は甚大なものとなると予想されており、堤防、水門等の河川管理施設の耐震対策や河川
津波対策を講ずる必要があります。荒川下流部沿川には木造住宅密集地域が分布し、大規模火災等の発生による交通
の麻痺も想定されることから、河川管理施設の復旧活動のみでなく、沿川被災地への救命、消防活動のための輸送
ルートとして緊急用河川敷道路、緊急用河川敷道路と主要道路を繋ぐ緊急用橋梁アクセス道路、緊急用船着場からな
る緊急輸送ネットワークが重要な働きをするものと考えられます。

◆大規模な地震によって、海岸や河川の堤防等が被災した直後に大規模水害が発生した場合、想定した以上の浸水被害
を受ける危険性も考えられ、このような地震と大規模水害が複合的に発生した場合の被害想定や防災対策に関する
調査研究については、今後取り組んでいくべき重要な課題とされています。

◆これまで、国土交通省では、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨による鬼怒川の堤防決壊で、逃げ遅れによる多数の孤
立者が発生したことを受け、河川管理者をはじめとする行政や住民等の各主体が「施設の能力には限界があり、施設
では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を改革し、社会全体で洪水氾濫に備える「水防災意識社会」を
再構築する取組を進めてきました。

◆平成 30 年７月豪雨や台風第 21 号等では、これまでに整備した堤防、ダム、砂防堰堤、防潮水門等が確実に効果を発
揮し被害を防止・軽減した一方で、長時間にわたる大雨による水害・土砂災害の複合的な発生や、社会経済活動に影
響を及ぼす広域的な被害の発生、ハザードマップ等のリスク情報が住民の避難につながっていない場合があること
等の課題が明らかとなりました。

◆これらの課題に対応するため、洪水氾濫や内水氾濫、土石流等の複合的な発生等に対応する「事前防災ハード対策」
や、発災時の応急的な退避場所の確保等の「避難確保ハード対策」、地区単位の個人の避難計画作成をはじめとする 
「住民主体のソフト対策」を推進するため、「緊急行動計画」を改定し、大規模氾濫減災協議会の場を活かし、行政以外
も含めた様々な関係者で多層的かつ一体的に推進することで、「水防災意識社会」の再構築をさらに加速させる必
要があります。

気候変動適応策の推進気候変動適応策の推進気候変動適応策の推進気候変動適応策の推進

大規模水害大規模水害大規模水害大規模水害

首都直下地震首都直下地震首都直下地震首都直下地震

◆2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催が決定し、インフラ整備や首都圏の国際競争力の向上に関す
る取り組みについての社会的な関心が高まっている中、首都圏の国際競争力は、自然災害リスク等で、諸外国に比べ
遅れをとっている現状です。そのため、首都圏が国際競争力の維持、向上を図るには、東京オリンピック・パラリン
ピックに向けて、あるいは開催後も見据え、弱みとなっている項目の改善、克服が重要な課題となっています。

首都圏の国際競争力の向上首都圏の国際競争力の向上首都圏の国際競争力の向上首都圏の国際競争力の向上

近年の豪雨災害で明らかとなった全国的な課題近年の豪雨災害で明らかとなった全国的な課題近年の豪雨災害で明らかとなった全国的な課題近年の豪雨災害で明らかとなった全国的な課題近年の豪雨災害で明らかとなった全国的な課題近年の豪雨災害で明らかとなった全国的な課題

2.4 河川維持管管理の現状と課題2.4 河川維持管理の現状と課題

2.5 今後取り組むべき課題2.5 今後取り組むべき課題
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4. 河川整備計画の目標に関する事項
◆荒川は、我が国の社会経済活動の中枢を担う東京都及び埼玉県を貫流する国土管理上最も重要な河川の一つです。
流域内には人口・資産が集積しており、大規模な浸水時には、自然排水が困難なゼロメートル地帯では、被害の規
模はもちろんのこと、浸水の長期化が懸念され、地下鉄等への浸水など首都圏交通網の麻痺、電気、ガス、通信等
の途絶により市民生活へ甚大な被害が及びます。
また、首都東京に集中する行政機関・企業等への影響も考えられ、日本全体に与える影響は甚大です。一方、上流
部では人口減少や高齢化等により、経済の活性化が課題となっています。このため、洪水、津波、高潮等による災
害から貴重な生命・財産を守り、住民が安心して暮らせるよう、これまでの河川整備の経緯、沿川の社会的状況や
河川の状況の変化等を踏まえて、河川整備を推進します。

◆荒川では、多様で多量の水利用が行われており、渇水時における地盤沈下の防止、河川環境の保全や利水安全度の
確保のため、流水の正常な機能を維持するため必要な流量を安定的に確保します。

◆首都圏では経済活動の拡大と都市化が進み、自然環境やオープンスペースが失われてきており、河川空間は貴重な
空間となっています。そのため、水環境の改善や、生物多様性の保全に配慮した多自然川づくりを行い、動植物の
生息・生育・繁殖の場の確保等を図り、人と河川との豊かなふれあいの場を提供する等、河川環境の整備と保全を
推進します。

◆災害の発生の防止又は軽減、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持、河川環境の整備と保全という目標を達
成するため、地域住民や関係機関と連携を図りながら、平常時や洪水時の河川の状況に応じ、適切に維持管理を行
います。

◆河川整備計画は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川整備を行うため、中期的な整備内容を示したものであり、
適宜見直し、段階的・継続的に整備を行うこととしており、その実現に向けた様々な調査及び検討を行います。

◆気候変動に伴う降水形態の変化等により渇水や洪水・高潮、水質悪化等のリスクが高まると予想されており、気候
変動のリスクに総合的・計画的に適応する施策を検討します。

◆河川整備計画の計画対象期間は、概ね30年間とします。
◆河川整備計画は現時点の社会経済状況、河川環境の状況、河道状況等を前提として策定するものであり、策定後に
おいてもこれらの状況の変化、新たな知見の蓄積、技術の進歩等を踏まえ、必要がある場合には、計画対象期間内
であっても適宜見直しを行います。特に、気候変動による洪水流量の増加や高潮による潮位・海面水位の上昇等が
懸念されることから、必要に応じて見直します。

◆荒川水系河川整備計画【大臣管理区間】（以下「河川整備計画」という。）の計画対象区間は以下の大臣管理区間
とします。

▲河川整備計画対象区間

3.2 計画対象期間3.2 計画対象期間

3.1 計画対象区間3.1 計画対象区間
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◆過去の水害の発生状況、流域の重要性やこれまでの整備状況など、荒川水
系の治水対策として計画対象期間内に達成すべき整備水準、河川整備基本
方針で定めた最終目標に向けた段階的な整備なども含めて総合的に勘案
し、以下のとおりとします。

◆我が国の社会経済活動の中枢を担う東京都及び埼玉県を貫流する荒川の氾
濫域には、人口・資産が高度に集積していることから、荒川の重要性を考
慮して、戦後最大洪水である昭和 22 年 9 月洪水（カスリーン台風）と同
規模の洪水が発生しても災害の発生の防止又は軽減を図ります。

◆入間川及びその支川については、近年の洪水で大規模な浸水被害をもたら
した令和元年 10 月洪水が再び発生しても災害の発生の防止又は軽減を図
ります。洪水による災害の発生の防止又は軽減にあたっては、これまでの
治水対策を加速化するとともに、地域及び各関係機関等が連携して流域の
遊水機能の確保・向上を図ることとあわせ、浸水が見込まれる区域におけ
る土地利用・住まい方の組み合わせなども考慮し、多重防御治水により浸
水被害の軽減対策を検討し推進を図ります。

◆高潮に対しては、荒川河口から堀切橋下流端までの区間において、伊勢湾台
風と同規模の台風が東京湾に最も被害をもたらすコースを進んだ場合に発
生すると想定される高潮による災害の発生の防止又は軽減を図ります。

◆計画規模を上回る洪水や整備途上において施設能力を上回る洪水等が発生
した場合においても、人命・資産・社会経済の被害をできる限り軽減する
ことを目標とします。この目標を達成するために、避難確保ハード対策と、
円滑かつ迅速な避難の確保、的確な水防活動の促進、迅速な応急活動の実
施、水害リクを考慮したまちづくり・地域づくりの促進などのソフト対策
を一体的・計画的に推進することを目的として、施設の運用、構造、整備手
順等を工夫するとともに、想定し得る最大規模までの様々な外力に対する
災害リスク情報 避難、円滑な応急活動、事業継続等のための備えの充
実、災害リスクを考慮したまちづくり・地域づくりの促進を図ります。 

◆地震、津波に対しては、河川構造物の耐震性の確保、情報連絡体制等について、調査及び検討を進め、必要な対策を
実施することにより地震、津波による災害の発生の防止又は軽減を図ります。

◆荒川では、治水、利水及び流域の自然環境、社会環境との調和を図りながら、河川空間における自然環境の保全と秩序
ある利用の促進に努めます。

◆水質については、良好な水質を維持するために地域住民や関係機関と連携を図り、情報共有を行いながらモニタリン
グを継続し、その保全・改善に努めます。

◆下水道等の関連事業や関係機関との連携・調整及び地域住民との連携を図るとともに、環境基準の超過等課題がある
区間において、さらなる水質改善に努め、隅田川等においては、関係機関と連携しながら引き続き浄化用水の導水を行
うなど水質改善に努めます。また、ダム貯水池においては富栄養化を防止するとともに、冷・温水及び濁水の放流によ
る下流の環境への影響を可能な限り抑制します。

◆自然環境については、河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本
来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川環境を保全・創出する多自然川づくりを行っていきます。
自然環境の保全と再生については、荒川が本来有している砂礫河原、瀬と淵、ヨシ原、干潟等の保全・再生に努めます。
また、河川の連続性の確保を図り、荒川の広大な河川空間を骨格として、河川及びその周辺の土地利用状況にも配慮し
ながら、流域に広がる生物の生息・生育の場を結ぶエコロジカル・ネットワークの形成を推進します。

◆人と河川との豊かなふれあいの確保については、沿川地方公共団体が立案する地域計画等との整合を図り、自然環境
の保全を考慮し、ユニバーサルデザインに配慮した河川空間の形成を推進します。また、住民、企業、行政と連携し、賑
わい、美しい景観、豊かな自然環境を備えた水辺空間をまちづくりと一体となって創出します。

◆ダム貯水池の湖面利用については、多様なニーズがあることから、地域住民や関係地方公共団体と連携して安全で秩
序ある湖面利用に努めます。

◆景観については、歴史・文化・人とのかかわりを踏まえ、沿川と調和した河川景観の保全、形成に努めます。

◆河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関しては、寄居地点でかんがい期は概ね 23m
3
/s、非かんがい期は概

ね 9m
3
/s、秋ヶ瀬取水堰下流地点では年間を通して概ね 5m

3
/s を流水の正常な機能を維持するため必要な流量とし、

これらの流量を安定的に確保します。

▲流量配分図（入間川及びその支川）

＜支川の流量配分図＞ （m3/s）

▲流量配分図（荒川）　

※ （）は、ダム等の洪水調節施設がない場合の流量

（m3/s）
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4.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標4.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標

4.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標4.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標

4.3 河川環境の整備と保全に関する目標4.3 河川環境の整備と保全に関する目標
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◆橋梁の高さが低いこと等により洪水の安全な流下の阻
害となっている橋梁について、架替を行います。

◆橋梁により、局所的に堤防が低く越水のおそれがある
区間については、暫定的な対策として、盛土等により、
高さを確保し、越水を防止します。

◆堤防の浸透対策としては、これまで実施してきた
点検結果を踏まえ、背後地の資産状況等を勘案し、
堤防強化対策を行います。

◆荒川の河口から堀切橋までの区間において、
高潮堤防の断面形状に対して高さ又は幅が不
足している区間等について、嵩上げ又は拡幅
を行います。

◆洪水を安全に流下させるため必要な箇所等において、河
道掘削を行います。

◆堤防が整備されていない区間や、標準的な堤防の断面形
状に対して高さ又は幅が不足している区間について、　
築堤・堤防の嵩上げ・拡幅を行います。

（P11 参照）

（P11 参照）

（P11 参照）

◆荒川は首都圏を貫流し治水・利水上の重要性が極めて高いだけでなく、貴重なレクリエーションの場となっているほ
か、中流部の広大な高水敷等に多様な生物の生息環境が形成されるなど、治水・利水・環境・防災といった機能が密
接に影響しあっています。そのため河川整備に当たり、これらの多面的な機能を横断的に連携して発揮させ、治水・利
水・環境それぞれの目標が調和されながら達成されるような効果的な施策を検討し、総合的な視点で整備を実施しま
す。

◆中流部では、広大な高水敷に横堤が築造され遊水機能を有していますが、よ
り効果的にピーク流量を低減させ下流への負荷を低減するため、詳細な調
査及び検討を行いつつ関係機関と調整の上、荒川第二調節池、荒川第三調節
池及び荒川第四調節池の調節池群の整備を行います。

◆入間川及びその支川においては、支川のピーク流量を低減
させ、水位低下を図るとともに、下流河道への負荷を低減
するため、詳細な調査及び検討を行いつつ関係機関との調
整の上、（仮称）越辺川遊水地及び（仮称）都幾川遊水地の整
備を行います。

※今後の状況の変化等により必要に応じて本図に示していない場所においても施行することがあります。

▲周辺堤防かさ上げイメージ

▲河道掘削イメージ

高 潮 対 策高 潮 対 策

洪水を安全に流下させるための対策洪水を安全に流下させるための対策

浸透・侵食対策浸透・侵食対策

洪水調節容量の確保

河 道 掘 削

堤防の整備

橋梁架替・橋梁部周辺対策

 5.1.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 5.1.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

5．１ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行に
　  より設置される河川管理施設の機能の概要
5．１河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行に
　  より設置される河川管理施設の機能の概要



10

河
川
整
備
計
画
の
目
標

流
域
及
び
河
川
の
概
要

河
川
の
現
状
と
課
題

整
備
計
画
の
対
象
区
間
と
期
間

整
備
計
画
の
目
標

整
備
計
画
の
実
施

留
意
す
べ
き
事
項

（P12 参照）

（P12 参照）

◆整備途上で施設能力以上の洪水が発生したり、また、計画規模まで整備が進
んでもそれを超える自然の外力が発生し洪水氾濫した場合においても被害の
最小化を図るため、既存施設の有効活用を含め、地域ごとに必要に応じた対
策を行います。

◆内水による浸水が発生する地区の河川は、調節池等の本川の水位低下対策と
並行して、その発生要因等について調査を行い、関係機関と調整した上で、必
要に応じて、排水能力の増強等、内水被害の軽減対策を行います。

◆支川における遊水地の整備にあたっては、地形や現状の土地利用等を考慮す
るとともに、関係機関と調整した上で、外水、内水の両方に対応する機能確保
の検討を行います。

◆地震動や液状化の影響により、河川管理施設が被災する
だけでなく、地震後の洪水及び津波により、河川の水位が
上昇し、浸水被害が発生するおそれがあります。このため、耐震性能の照査結果に基づき必要に応じて耐震・
液状化対策を行います。さらに、人口・資産が集中するゼロメートル地帯を抱える堤防においては、その重要
性に鑑み大規模地震に対して堤防の沈下を抑制するよう、対策を行います。

◆津波が遡上する区間では、操作員の安全を確保しつつ、津波による堤内地への浸水を防止するため、水門、樋
門・樋管、堰等の遠隔操作化や自動化等を進めます。

◆被害の最小化を図る観点から、災害時において河川管理施設保全活動、緊急復旧活動、水防活動等を円滑に行
う拠点及びこれにアクセスする管理用通路等について、関係機関との調整の上、洪水時等に周辺地域が浸水
した場合にもこれらの活動が円滑かつ効果的に実施できるよう整備を行います。

◆安全な避難場所への避難が困難な地域等においては、地域の意向を踏まえつつ、工事発生土の活用等により
応急的な避難場所となる高台整備について支援を行います。

▲( 仮称 ) ハイブリッド型遊水地イメージ

▲堤防強化対策（地盤改良）イメージ

効果のイメージ

崩れにくく、強固な堤防

地盤改良により、堤防の変位が少なくなる

対策前 対策後

対策のイメージ

超過洪水対策超過洪水対策

内 水 対 策内 水 対 策

地震・津波遡上対策地震・津波遡上対策

危機管理対策危機管理対策
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▲河道掘削等における河川環境への配慮事項

高さや幅の不足

堤防未整備区間

整備後 河道掘削した
土砂などを
有効活用

▲堤防整備のイメージ

H.W.L

ビオトープ

ビオトープに影響を与えないた
めに右岸のみの掘削とします。

現状の安定した河道特性を維持するため平水位以
上の掘削を基本としますが、平面的な変化を持た
せるために、土地の取得状況等も踏まえ一部平水
位以下の掘削も検討します。

▽ ▽

平水位以下の掘削（イメージ） 平水位以上の掘削（イメージ）

▲新たな調節池のイメージ

調節池
越流堤

荒川本川

◆堤防ののり面は、堤体内への浸透の安全性の面で有利な
こと、また除草等の維持管理面やのり面の利用面からも
緩やかな勾配が望まれていること等を考慮し、緩傾斜の
一枚のりを基本とします。なお、堤防の拡幅等によって、
関連施設に影響のおそれがある場合には関係機関と調
整の上、整備を行います。

◆整備に当たっては、想定し得る最大外力までの様々な外
力に対して、本支川・上下流・左右岸のバランスなどに
留意し、氾濫した場合の被害ができる限り小さくなるよ
う、整備手順について考慮します。

◆河道掘削等の実施に当たっては、河
床変動、動植物の生息・生育・繁殖
環境等に配慮するとともに、継続的
な観測を実施しつつ、その結果を踏
まえて適切に行うこととし、河道掘
削により発生する土砂は、築堤等へ
の有効活用に努めます。

◆荒川下流部の掘削に当たっては、洪
水時の水位の縦断変化や河床の動態
等について継続的にモニタリングを
行い、河川環境・維持管理も踏まえ
行います。

◆調節池群の整備に当たっては、整備
後の自然環境の保全や快適な河川
空間の利用、適切な維持管理がなさ
れるよう、現に河川敷に形成されて
いる多様な生物の生息環境や多様
な河川空間の利用状況などに配慮
し、関係者の意見を聴きながら検討
を進めていきます。

河 道 掘 削

堤防の整備

洪水調節容量の確保

洪水を安全に流下させるための対策洪水を安全に流下させるための対策

 5.1.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 5.1.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

✿令和元年 10 月洪水は、令和元年東日本台風による
ものであり、累加雨量は、三峰観測所で 500mm
以上、ときがわ観測所で 600mm 以上を記録し、
観測史上最大雨量となった。

この出水により、荒川流域では死者 4 人、床下浸水
2,324 戸、床上浸水 2,660 戸、全半壊 677 戸の
浸水被害が発生した。

❖ ❖ 令和元年 10 月洪水 ❖ ❖

※『埼玉県公表資料 令和元年 12 月 23 日 14:00 現在』、『東京都公表資
料 令和元年 11 月 8 日 14:00 現在』をもとに荒川流域及び入間川流
域を集計
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◆施設の能力を上回る洪水が発生し堤防の決壊等により氾濫が生じた場合でも、被害の軽減を図るために、危機管理
型ハード対策として越水等が発生した場合でも決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する対
策を、水害リスクや逃げ遅れの危険性が高い区間等において実施します。安全な避難場所への避難が困難な地域等
においては、地域の意向を踏まえつつ、工事発生土の活用等により応急的な避難場所となる高台整備について支援
を行います。また、応急対策や氾濫水の排除、迅速な復旧・復興活動に必要な堤防管理用通路の整備、水防拠点の整
備、氾濫水の早期排除のための排水機場の増強や耐水化、燃料補給対策等を検討し、必要に応じて行います。

◆気候変動による大雨や短時間強雨の発生頻度の増加に伴い、水位の急激な上昇が頻発することが想定されることか
ら、水門等の確実な操作と操作員の安全確保のために、水門等の施設操作の遠隔化・自動化等の整備を必要に応じ
て行います。

◆雨量、水位等の観測データ、レーダ雨量計を活用した面的な雨量情報や河川監視用 CCTV カメラによる映像情報を収
集・把握し、適切な河川管理を行うとともに、その情報を光ファイバー網等を通じて関係機関へ伝達し、円滑な水防
活動や避難誘導等を支援するため、これらの施設を整備するとともに、観測機器、電源、通信経路等の二重化等を図
ります。

◆大規模地震等の発生時において、緊急用物資の輸送や、被災した河川管理施設の復旧工事、沿川地域の避難者救済活
動を円滑に行うため、緊急用河川敷道路の整備、災害時の緊急輸送路等主要道へ接続する緊急用橋梁アクセス道路
の整備、緊急用船着場の整備、航路確保のための浚渫等の緊急輸送ネットワークの整備を行います。緊急用橋梁アク
セス道路のうち、規制道路（大地震時に一般車両の交通規制が行われる道路）へ接続するものについては、その機能
を失わせる事なく、通行が可能となるよう、耐震対策を行います。

◆水害の激甚化や治水対策の緊要性等を勘案し、緊急時において既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用で
きるよう、関係機関との連携の下、事前放流の実施要領策定等の必要な措置を講じます。

◆荒川下流部においては、ゼロメートル地帯等に密集した市街地が広がっており、洪水や高潮によりひとたび堤防が
決壊すると甚大な人的被害が発生する可能性があります。このような区間では、堤防の決壊を回避するとともに、
氾濫時の貴重な避難場所ともなる高規格堤防の整備を行います。なお、高規格堤防の整備に当たっては、まちづく
り構想や都市計画との調整を行うことが必要であり、関係者との調整状況を踏まえつつ順次事業を行います。

▲災害時の排水ポンプ車出動状況 ▲避難場所などとなる高台の整備

▲高規格堤防整備イメージ

▲高規格堤防（小松川地区）

河川区域

堤防裏法部

堤防裏法部が有効利用できます。

高規格堤防特別区域 堤防高の約30倍
高規格堤防

河川区域

【通常堤防】

【高規格堤防】

完成堤防

ｈ

ｈ：堤防高
整備後

整備前

危機管理対策危機管理対策

超過洪水対策超過洪水対策
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5. 河川の整備の実施に関する事項

▲ユニバーサルデザインに配慮した
坂路整備の実施例

▲公園緑地の利用

▲洪水後の濁水の長期化

▲太郎右衛門地区の湿地再生

整備前 整備後

▲江戸川区小松川地先の自然再生

整備後

整備前

◆人と河川との豊かなふれあいの確保については、自然とのふれあいやスポーツなどの河川利用、環境学習の場等の
整備を関係機関と調整し行います。また、沿川地方公共団体が立案する地域計画等と整合を図り、高齢者をはじめと
して誰もが安心して親しめるようユニバーサルデザインに配慮した河川整備とともに、かわまちづくりなどによ
り、住民、企業、行政が連携し、賑わい、美しい景観、豊かな自然環境を備えた水辺空間をまちづくりと一体となって
創出する取組を行います。

◆ダム貯水池において富栄養化による影響が生じた場合には、必要に応じて富
栄養化を防止、軽減するための対策を行います。また、選択取水設備を活用し
て、ダムからの冷・温水や濁水の放流による下流河川における環境への影響
を抑制します。

◆中上流部の砂礫河原では、固定化された中州などについて出水によ
る攪乱を期待するだけではなく人為的な対策を行い、砂礫河原固有
の動植物が生息・生育・繁殖できる環境を保全・再生するとともに、
必要に応じてハリエンジュ、シナダレスズメガヤ等の外来種の除去
等を行います。

◆中下流部については、昭和 20 年代の多様性のある湿地環境を取り戻
すため、乾燥化してしまった高水敷において掘削等を行い、動植物が
生息・生育・繁殖できる湿地環境を再生します。

◆下流部については、高水敷造成や航走波の影響により消失・縮小し
たヒヌマイトトンボやオオヨシキリ等の生息の場となるヨシ原等の
湿地の保全・再生するため、河岸の緩傾斜化によるエコトーンの形
成等を行います。また、トビハゼやクロベンケイガニ等の汽水性の生
物の生息場となる干潟について、生物の多様性を考慮し、生物の生活
史を支える環境を確保するため航走波対策等を行います。

◆荒川流域では、広大な河川空間を骨格とした動植物の生息・生育地
のまとまりをもった大小の拠点間の広域的なつながりが確保されて
います。これらの自然環境を保全するため、流域住民や関係機関と連
携し、コウノトリ等を指標としたエコロジカルネットワークの形成
のための整備を推進し、また、地域の活性化を推進します。

◆河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持を図るため、関係機関と連携した水利用の合理化を推進しつつ、地
球温暖化に伴う気候変動の影響への対応等について、関係機関と調整を行い調査及び検討を行います。

人と河川との豊かなふれあいの確保に関する整備人と河川との豊かなふれあいの確保に関する整備

動植物の生息・生育・繁殖環境の保全動植物の生息・生育・繁殖環境の保全

水質保全対策水質保全対策

5.1.3 河川環境の整備と保全に関する事項5.1.3 河川環境の整備と保全に関する事項

 5.1.2河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項5.1.2河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項
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◆ダムについては、洪水等の際、必要な機能が発揮されるよう、適切に点検、巡視等
を行い、施設の状態把握に努め、必要に応じて補修・更新を行い長寿命化を図り
ます。

◆ダム貯水池においては、貯水池保全の観点からのり面保護を行うとともに、施設
機能の確保のため洪水等で流入する流木・ゴミを除去します。また、堆砂状況を
把握するとともに、貯水池機能の低下を防ぐため堆砂土砂の掘削や貯砂ダムの設
置など適切な対策を検討し行います。

◆選択取水設備を活用して、ダムからの冷・温水や濁水の放流による下流河川にお
ける環境への影響を抑制します。

◆洪水、津波、高潮等の際、必要な機能が発揮されるよう、適切に点検、巡視等を行
い、施設の状態把握に努め、必要に応じて補修・更新を行い、長寿命化を図ります。
長寿命化による機能維持が困難な施設については、具体的な対策工法について検
討を行い、改築・改良を行います。

◆洪水、高潮等が発生した場合のバックアップ機能の強化や操作員等の安全確保の
観点から、必要に応じ遠隔操作化や自動化等を進めていくとともに、浸水被害を
受けるなど施設が停止した場合には、早期に復旧できるよう、必要な対策を進め
ます。

◆雨量観測所、水位観測所、水質観測所、河川監視用 CCTV カメラ、光ファイバー等の
施設については、これらが正常に機能するよう適切な維持管理を行います。

◆河川防災ステーション、緊急用河川敷道路及び緊急用船着場等の施設について
は、平常時は沿川地方公共団体と連携し、適正な利用を促進するとともに、災害発
生時に活用できるよう、適切に維持管理を行います。

◆堤防の機能を適切に維持していくために、変
状や異常・損傷を早期に発見すること等を目
的として、適切に堤防除草、点検、巡視等を行
います。

◆河川巡視や水防活動等が円滑に行えるよう、
管理用通路等を適切に維持管理します。

◆堤防の機能に影響する植生について、調査及
び検討を進め、引き続き堤防の機能が維持さ
れるよう努めます。

◆河道の機能を適切に維持していくため、適切
に点検、巡視、測量等を行い、河道形状の把握
に努めます。

◆河川維持管理に当たっては、荒川の河川特性を十分に踏まえ、河川管理の目標、目的、重点箇所、実施内容等の具体的
な維持管理の計画となる「河川維持管理計画」を定め、当該計画に基づき計画的な維持管理を継続的に行うとともに、
必要に応じて河川維持管理計画を変更して対応します。また、地球温暖化に伴う気候変動の影響への対応等につい
て、関係機関と調整を行い、調査及び検討を行います。

▲流木処理の状況

▲河川管理施設の点検状況

▲河川巡視状況▲堤防点検状況

◆荒川第一調節池の操作運用に当たっては、適正な操作により洪水調節機能を最大限活用できるよう、今後整備する調
節池も含めて排水門の操作規則等を検討します。また、洪水時等においては、調節池内の水位等の水理情報を収集し、
洪水調節効果の把握に努め、調査、解析の成果を保全・蓄積し、今後の河道の改修等の検討への活用を図ります。

ダムの維持管理ダムの維持管理

水門、排水機場等の維持管理水門、排水機場等の維持管理

堤防・河道の維持管理堤防・河道の維持管理

洪水調節池の維持管理洪水調節池の維持管理

 5.2.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 5.2.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

5.2 河川の維持の目的、種類及び施行の場所5.2 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
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5. 河川の整備の実施に関する事項

◆治水・利水・環境の観点から、河川を総合的に管理していくため、流域内の降雨量の観測、河川の水位・流量の観測、
河口部の潮位・波高の観測、風向・風速・気圧の観測、地下水位の観測、河川水質の調査等を継続して行います。また、
水理特性等に関する調査及び研究を推進し、その成果を、具体的な工事や維持管理に活用します。

◆気候変動の影響により洪水等の外力が増大することが予測されていることを踏まえ、流域の降雨量、降雨の時間分
布・地域分布、流量、河口潮位等についてモニタリングを実施し、経年的なデータ蓄積に努め、定期的に分析・評価を
行います。

◆個別の氾濫ブロックについて危険となるタイミングをタイムリーに把握できるよう、上流から下流にかけて連続的
かつ左右岸別に時々刻々と変化する洪水の危険性を表示する「水害リスクライン」を運用するとともに、洪水予測の
高度化を進めます。

◆水防活動の重点化・効率化に資するため、堤防の縦断方向の連続的な高さについてより詳細に把握するための調査
を行い、許可工作物周辺を含む越水に関するリスクが特に高い箇所を特定し、水防管理者等と共有を図ります。また、
氾濫発生を迅速に把握するため、越水・決壊を検知する機器の開発等を進めます。

◆洪水時に住民が危険性を認識できるよう、危機管理型水位計及び簡易型河川監視カメラを活用した監視体制の充実
を図るとともに、情報提供の仕組みを構築し、施設の能力を上回る洪水に対して、河川水位やダム等の貯水位、河川流
量等を確実に観測できるよう観測機器の改良や配備の充実を図ります。雨量情報及び水位情報、河川監視用 CCTV カ
メラによる基準水位観測所等の主要地点の画像情報等について、光ファイバー網、河川情報表示板等の情報インフ

ラ、インターネット及び携帯端末、地上デジタル放送（データ放送）等を積極的に活用し、分かりやすく、かつ迅速に防
災情報を提供します。

◆荒川の中流部は、広大な高水敷や横堤を有し洪水流下機構は非常に複雑となっており、洪水時の確かな水理情報の収
集は必要不可欠であるため、洪水時の水位を密に観測する体制を整え、確かな水理情報の収集を行います。収集した
水理情報を基に、洪水調節機能を適切に評価するとともに、河道と連続する調節池群における流れを高精度に一体的
に解析し、様々な洪水に対する河道や調節池の応答を評価します。

◆河川敷地において流水の疎通に支障のおそれがある不法な占用、耕
作及び工作物の設置等の不法行為に対して適正な監督・指導を行
います。

◆橋梁や樋門・樋管等の許可工作物は、施設管理者と合同で定期的に
履行状況の確認を行うことにより、施設の管理状況を把握し、定め
られた許可基準等に基づき適正に管理されるよう、施設管理者に対
し改築等の指導を行います

◆荒川知水資料館、彩湖自然学習センターについては、埼玉県立川の
博物館等の流域内外の施設や自治体等関係機関との連携を積極的
に図り、様々な流域情報の市民への提供、交流、学習・教育等の支
援を進め、必要に応じて補修・更新を行います。

▲荒川知水資料館

▲履行検査（許可工作物の合同確認）

地域における防災力の向上地域における防災力の向上

河川等における基礎的な調査及び研究河川等における基礎的な調査及び研究

広大な高水敷を有する荒川中流部における水理現象の調査及び検討広大な高水敷を有する荒川中流部における水理現象の調査及び検討

不法行為に対する監督・指導不法行為に対する監督・指導

許可工作物の機能の維持許可工作物の機能の維持

関連施設の維持管理関連施設の維持管理

 5.2.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 5.2.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

◆「大規模氾濫減災協議会」の場の活用等により、関係自治体、公共交通事業者、マスメディア等と連携し、住民の避難
を促すためのソフト対策として、各種タイムライン（防災行動計画）の整備とこれに基づく訓練の実施、地域住民等
も参加する危険箇所の共同点検の実施、広域避難に関する仕組みづくり、マスメディアの特性を活用した情報の伝
達方策の充実、防災施設の機能に関する情報提供の充実などを進めていきます。

◆堤防決壊等による洪水氾濫が発生した場合、自助・共助・公助の精神のもと、住民等の生命を守ることを最優先とし、
被害の最小化を図る必要があります。そのため、迅速かつ確実な住民避難や水防活動等が実施されるよう、関係機関
との連携を一層図ります。
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地域における防災力の向上地域における防災力の向上

◆河川水の利用については、日頃から関係水利使用者等との情報交換に努めま
す。また、水利権の更新時には、水利の実態に合わせた見直しを適正に行いま
す。

◆流水の正常な機能を維持するため必要な流量を確保するため、流域の雨量、河
川流量、取水量、水質を監視するとともに、荒川ダム群の統合運用を行い、下流
施設及び利根川等と連携をはかりつつ、広域的に低水管理を行います。

◆渇水対策が必要となる場合は、関係水利使用者等で構成する荒川水系渇水調整
協議会等を通じ、関係水利使用者による円滑な協議が行われるよう、情報提供
に努め、必要に応じて、水利使用の調整に関してあっせん又は調停を行います。

 5.2.2河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項5.2.2河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

▲荒川水系渇水調整協議会

◆河川、ダム貯水池周辺環境の維持については、水質、動植物の生息・生育・繁殖環境、景観、河川利用等に配慮します。
また、環境教育の支援や不法投棄対策等を実施していきます。

 5.2.3 河川環境の整備と保全に関する事項 5.2.3 河川環境の整備と保全に関する事項

◆良好な水質を維持するため、水質の状況を把握するとともに、水生生物調査や新たな指標による水質の評価等を実施
し、さらなる水質改善に向けた取組を行います。

◆水質事故に備えた訓練及び必要資材の備蓄を行うとともに、関係機関との情報共有・情報伝達体制の整備を進め、状
況に応じて既存の河川管理施設の有効活用を行い水質事故時における被害の最小化を図ります。

◆ダム貯水池においては、水質が保全されるよう適切な貯水池の運用に努めます。

水質の保全水質の保全

▲ダム貯水池に堆積した土砂還元前後の下流河川の様子

土砂の
細粒化

土砂還元前 (H15 年 9 月撮影 ) 土砂還元後 (H22 年 2 月撮影 )

◆これまで洪水を河道からあふれさせない河川対策を進めてきましたが、令和元年 10 月洪水など近年頻発化する水
害に対して、被害の軽減を図るためには、これまでの対策に加え、多重防御治水の視点から土地利用・住まい方の工
夫も必要となります。このような状況を踏まえ、浸水が想定される区域において土地利用を制限する等の対策を推
進するために、関係機関に必要な支援を行います。

◆洪水浸水想定区域の公表に当たっては、多様な主体が水害リスクに関する情報を多様な方法で活用することが可能
となるよう、洪水浸水想定区域に関するデータ等のオープン化を図ります。また、洪水時に避難行動につながるリア
ルタイム情報として、スマートフォン等を活用した洪水予報等をプッシュ型で直接住民に情報提供するためのシス
テムについて、双方向性と情報の充実も考慮して整備に努めるとともに、洪水時に住民等が的確なタイミングで適
切な避難を決断できるよう、住民一人一人の防災行動をあらかじめ定めるマイ・タイムライン等の取組が推進され
るよう支援します。

◆荒川流域全体において、総合的な土砂管理の観点
で有効な土砂管理を実施するとともに、安定した
河道の維持に努めます。

◆二瀬ダムへの堆砂及びダム下流部での河床材料
の粗粒化・アーマー化、基盤岩の露出などへの対
策としてダム下流部への土砂還元を引き続き行
います。中流部等の河道域においても、土砂の供
給不足に起因する河床低下や急激な河岸侵食等
を防止するため、モニタリングを行うとともに、安定した河道の維持に効果的な置き砂の方法（量や粒径等）及び
河道整正等について調査及び研究を行います。

総合的な土砂管理の推進総合的な土砂管理の推進
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5. 河川の整備の実施に関する事項

▲歴史的な施設（旧岩淵水門）

▲環境教育

▲外来植物除去の実施状況

景観の保全景観の保全

河川空間の適正な利用河川空間の適正な利用

水面の適正な利用水面の適正な利用

動植物の生息・繁殖環境の保全動植物の生息・繁殖環境の保全

環境教育の推進環境教育の推進

不法係留船対策不法係留船対策

ホームレス対策ホームレス対策

不法投棄対策不法投棄対策

◆荒川の自然・歴史・文化・生活と織り成す特徴ある景観や歴史的な施設に
ついて、関係機関と連携を図り、保全・継承に努めます。また、ダム貯水池の
周辺は特徴ある景観が見られ、自然とのふれあいや憩いを求めて数多くの
人が訪れており、これらの景観の保全に努めます。

◆荒川では水面利用が盛んなことから、地域の歴史・文化、河川環境、地域活性化を考慮しながら、安全で秩序ある河岸
周辺や水面の利用を図ります。

◆下流部では、緊急用船着場等が災害時に安全かつ確実に機能するよう、維持管理を行うとともに、これら施設の水上
交通等の平常時利用を促進します。

◆ダム貯水池においても、カヌー等の湖面利用が盛んなことから、湖面利用に関する計画を策定し、安全で秩序ある湖
面利用を図ります。

◆人と自然との共生のための行動意欲の向上や環境問題を解決する能力の育
成を図るため、環境教育や自然体験活動等への取組について、市民団体、地
域の教育委員会や学校等、関係機関と連携し、推進していきます。

◆河川の魅力や洪水時等における水難事故等の危険性を伝え、安全で楽しく
河川に親しむための正しい知識と豊かな経験を持つ指導者の育成を支援し
ます。

◆河川には、テレビ、冷蔵庫等の大型ゴミや家庭ゴミの不法投棄が多いため、地域住民等の参加による河川の美化・清
掃活動を沿川地方公共団体と連携して支援し、河川美化の意識向上を図ります。

◆地域住民、河川協力団体や NPO 及び警察等と連携・協働した河川管理を行うことで、ゴミの不法投棄対策に取り組み
ます。

◆不法係留船は、洪水時に流失することにより河川管理施設等の損傷の原因となったり、河川管理上の支障となるた
め、不法係留船舶、不法係留施設対策を関係地方公共団体、地域住民、水面利用者等と連携して推進していきます。

◆河川の適正な利用を確保するため、地方公共団体の福祉部局をはじめとする関係機関と連絡調整し、ホームレスの自
立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、ホームレスの人権にも配慮しながら、物件の撤去指導等の措置を講じ
ます。

◆荒川の自然環境の保全と秩序ある河川利用の促進を図るため、河川環境の特性に配慮した管理を行います。
◆既存の親水施設、坂路や階段等についても、地域住民や沿川地方公共団体と一体となって、誰もがより安心・安全に利
用できるユニバーサルデザインを踏まえた改善を図ります。

◆良好な自然環境の維持を図るためには、河川環境の実態を定期的、継続的、
統一的に把握する必要があることから、「河川水辺の国勢調査」等により、基
礎情報の収集・整理を行います。

◆外来生物への対応については、河川管理や自然環境上支障がある場合につ
いて検討し、必要に応じて学識経験者等の意見を聴きながら、関係機関や地
域住民と連携して防除等の対策を行います。

 5.2.3 河川環境の整備と保全に関する事項 5.2.3 河川環境の整備と保全に関する事項
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6. その他河川整備を総合的に行うために留意すべき事項

河
川
整
備
計
画
の
目
標

流
域
及
び
河
川
の
概
要

河
川
の
現
状
と
課
題

整
備
計
画
の
対
象
区
間
と
期
間

整
備
計
画
の
目
標

整
備
計
画
の
実
施

留
意
す
べ
き
事
項

◆かつての荒川は洪水のたびに氾濫を起こし、古くは1629年（寛永6年）に埼
玉県熊谷市久下付近での荒川の流路の付け替え（荒川の西遷）が行われるな
ど、様々な治水技術を駆使して洪水防御を行ってきており、先人の築いた治
水のための施設や技術が今でも多く残されています。また、中流部は 1.5km
から 2.5kmという広い川幅を有しており、その川幅を利用して、27箇所の横
堤を築造（現存25箇所）し遊水機能の確保を行いました。また、下流部につい
ては明治 43年 8月の大洪水を契機に、東京の下町を水害から守る対策とし
て、荒川放水路が建設されました。
これまでの川と人の長い歴史を振り返り、先人の知恵に学ぶことが肝要なこ
とから、これまでの治水技術について整理し、保存や記録に努めるとともに、
減災効果のあるものについては地域と認識の共有を図り、施設管理者の協力
を得ながら、施設の保存・伝承に取り組んでいきます。

◆都市化に伴う洪水流量の増大、河川水質の悪化、湧水の枯渇等による河川水量の減少、土砂動態の変化等に対し、水循環基
本法の理念を踏まえながら、河川のみならず、源流から河口までの流域全体及び海域を視野に入れた総合的な河川管理が
必要です。

◆雨水を一時貯留したり、地下に浸透させたりという水田の機能の保全や主に森林土壌の働きにより雨水を地中に浸透さ
せ、ゆっくり流出させるという森林や水源林の機能の保全については、関係機関と連携しつつ、推進を図る努力を継続し
ます。

◆ダムを活かした水源地域の自立的、持続的な活性化を図るため、水源地域及び下流受益地の自治体、住民及び関係機関と
広く連携し、ダム周辺の環境整備、ダム湖の利用、活用の促進及び上下流の住民交流等の「水源地域ビジョン」に基づいた
取組を推進していきます。

◆荒川・入間川等における関係地方公共団体や
地域の教育委員会、学校、ボランティア団体、民
間企業等との連携・支援を積極的に図り、河川
協力団体や地域住民や関係機関、民間企業等と
一体となった協働作業による河川整備を推進
します。

▲広い川幅を有する中流部
（吉見町御成橋付近61.4ｋ）

▲地域との連携 ▲維持管理活動

▲現在の荒川横堤と橋梁
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３
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２

八
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１

東
吉
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１

東
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２
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見
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１
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宮
３

馬
宮
１

大
久
保
１

美
谷
本
１

美
谷
本
２

美
谷
本
３

土
合
１

幸魂大橋（外環）

秋ケ瀬橋 JR武蔵野線羽根倉橋

開平橋

JR川越線

治水橋上江橋

太郎衛門橋

荒井橋御成橋糠田橋

笹目橋

出
丸
１

荒川

入間川
道路橋
横堤（現存）

横堤（築造時）

鉄道橋

6.4 治水技術の伝承の取組6.4 治水技術の伝承の取組

6.3 ダムを活かした水源地域の活性化6.3 ダムを活かした水源地域の活性化

6.2 地域住民、関係機関との連携・協働6.2 地域住民、関係機関との連携・協働

6.1 流域全体を視野に入れた総合的な河川管理6.1 流域全体を視野に入れた総合的な河川管理



国土交通省　関東地方整備局
河川部
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
Tel：048-601-3151

荒川上流河川事務所
〒350-1124　埼玉県川越市新宿町3-12
Tel：049-246-6371

荒川下流河川事務所
〒115-0042　東京都北区志茂5-41-1
Tel：03-3902-2311

二瀬ダム管理所
〒369-1901　埼玉県秩父市大滝3931-1
Tel：0494-55-0001

「荒川水系河川整備計画【大臣管理区間】」は、

関東地方整備局ホームページ（下記 URL）でご覧いただけます。 

https://www.ktr.mlit.go.jp/river/shihon/index00000028.html　

問い合わせ先

R02.03.27 発行
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